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平成２９年度第３回行政改革推進委員会概要報告 

 

柏崎市財務部行政改革室 

 

１ 開催日時  平成２９年１１月１７日（金） 午後４時００分～５時００分 

２ 場  所  柏崎市役所本庁舎４階 小会議室 

３ 出 席 者  ○推進委員（五十音順） 

大倉委員、小林委員、品田委員、高野委員、中村委員、西巻委員、橋本委

員(委員長)、村田委員 

欠席：石坂委員、土田委員 

○事務局 

政金財務部長、飯田行政改革室長、宮川室長代理、宮嶋主査 

 

４ 概要 

第二次行政経営プランの平成２９年度進捗状況（中間）を委員会に報告し、質疑及び意

見交換を行った。 

 

５ 委員会の要旨 

⑴ 開会 

⑵ 委員会の開催要件の確認 

委員１０中８人の出席により開催要件を満たしていることを確認した。 

⑶ 財務部長挨拶 

⑷ 議事 

ア 第二次行政経営プランの平成２９年度進捗状況（中間）の報告について 

行政改革室長代理から資料に沿って、第二次行政経営プランの平成２９年４月から９

月までの進捗状況（中間）について説明 

委  員：  中間であり、最終的にどうなるか分からないが、４７の実施事項はお

おむね計画どおりの進捗である。 

 №１４の庁舎整備基金の積立てについて、計画では毎年３億円積み立

てるとなっており、その計画のとおり予算が組まれるものかと考える

が、なぜ１億円少なくなったのか。 

行革室長：  平成２９年度の予算４８５億円の中で、１３億円の財源不足が発生し

たことから、不足分は財政調整基金を取り崩して対応している。財源不

足がある中で、庁舎整備基金については、積立額を１億円少なくして対

応したところである。ただし、年度末までの執行状況を見ながら、計画

どおりもう１億円積む可能性もある。 

財務部長：  補足であるが、平成２９年度予算については、当初、各課からの要求

と歳入の見込みの差が４０億円以上あった。差額については、予算査定

において調整し、不足分を財政調整基金から繰り入れている状況であ

る。例年９億円程度を繰り入れているが、平成２９年度は１３億円と金

額が大きかった。その中で、新庁舎の整備については、平成３０年度か
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ら工事が始まるが、庁舎整備基金だけでなく、一般財源からも支出が必

要となることから、今後調整が可能であると判断し、基金の積立額を減

らしたものである。 

委  員：  市民の生活のための支出を優先しているとの考えでよいのか。 

財務部長：  歳入が減少している中で、市民の生活に直結するものについては、簡

単に減額できないことから、このような調整となった。 

委  員：  この先の見通しとしてはどうなのか。今後、歳入が大きく増えること

は考えづらいため、来年も同様に２億円となるのか、それとも計画どお

り３億円を積み立てられるのか。 

財務部長：  新庁舎については、現在、実施設計中であり、総額がまだはっきりし

ていない。そのため、庁舎整備基金については、計画どおり平成３２年

度まで積立てを続けるのか、それとも、一般財源での支出も必要となる

ことから、基金に積み立てるのではなく、一般財源として支出するのか

を検討していく。 

委  員：  №３の体育施設におけるインターネット予約の推進について、導入施

設の件数が指標となっているが、導入効果が分からない。インターネッ

ト予約を推進した結果、施設の予約に携わる人件費の削減や利用者の手

間がどれだけ減少したのかを数値化しないと効果が見えない。 

行革室長：  委員の御指摘どおりであるが、第二次行政経営プランは、市民サービ

スの向上を基本理念としていることから、コスト等の削減効果を指標に

しなかった。 

委  員：  №３について、インターネット予約は、４施設の予約が自宅でできる

ようになるということか。 

行革室長：  市のホームページから施設の予約が可能となる。市内２か所のテニス

コート、総合体育館の会議室、海岸公園運動広場の４か所を自宅のパソ

コンやスマートフォンから予約することができる。これまでは、総合体

育館やアクアパークに行って、直接申込みをする必要があったが、イン

ターネットでの予約が可能となり、サービスの向上が期待できる。 

委  員：  №１の空き家等の適正管理の推進について、家と土地はセットである

が、全国的に所有者が不明の土地が増えていると聞く。柏崎にも所有者

がはっきりしない土地があるかと思うが、どの程度あるのか。 

財務部長：  所有者がはっきりしない土地は、柏崎にもあるかと思われるが、個人

の所有となるため、そこまでの調査は行っておらず、どの程度あるかま

では把握していない。 

室長代理：  管理不全の空き家については、その所有者に限らず、所有者が不在の

場合は、相続者に指導等を行うこともある。しかし、正式に相続手続が

されていない場合や相手方が不明のものは、指導等ができないことか

ら、潜在的な課題となっている。 

委  員：  最近、柏崎でも行政代執行を行ったとの報道を見た。所有者が判明し

ているものに対して勧告等を行うということでよいか。 

室長代理：  そのとおりである。相手方が分かっているものに対して勧告等を行っ
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ている。行政代執行は、最終手段であり、指導、勧告を行った上で行う

ものである。 

委  員：  今後、特定空家は増えていく見通しなのか。 

財務部長：  増えていくと考えている。特定空家が増加し、行政代執行の件数が増

えれば、市の財政負担も増える。空き家については、所有者が対応する

ことが大前提である。 

委  員：  №２のマイナンバーカードについて、現在の普及率はどの程度か。 

室長代理：  平成２９年１０月末現在、発行枚数８，３５８枚、９．７％の普及率

となっている。全国平均が９．６％、県内平均が７．３％であることか

ら、本市は全国平均並みの普及率となっている。 

委  員：  №２の取組については、普及率を指標としていないのはなぜか。 

行革室長：  マイナンバーカードによるサービスの拡大に重点を置いていること

から、普及率を指標とはしていない。 

委  員：  №８の文書量について、文書の保存期間はどの程度か。また、１年間

でどのくらいの文書を保存するのか。 

行革室長：  文書の保存期間は、条例で定められており、永年、１０年、５年、３

年、１年となっている。文書量については、手元に資料がないため、具

体的な数値はお答えできないが、状況として、本庁舎の書庫だけでは保

存場所が足りず、西山町事務所など分散して保存しなければいけなくな

っている。 

（委員会後に確認） 

平成２９年度の保存文書量 

永年：９６箱、１０年：９６箱、５年：８５８箱、３年：６箱 

合計：１，０５６箱（１箱１０kg程度、年間約１０トン） 

委  員：  紙ではなく、電子保存にできないのか。 

行革室長：  条例上、紙で保存することとなっており、電子化するためには条例を

変える必要がある。なお、紙でしか保存されていなかった過去の保存文

書は、電子化を行っている。 

委  員：  進捗状況をおおむね数値で表しているが、一部数値が入っていないも

のもある。中間報告であっても数値を記載したほうがよい。 

室長代理：  中間報告では入力できる範囲での入力を行った。現時点で入力されて

いないものは、期末の報告に向けて、今後入力していく。なお、補足で

あるが、数値が入力されていない№４の海の大花火大会の有料観覧席数

については、今年度の目標であった１３，０００席を超えて、１３，０

４０席であったと確認している。 

委  員：  №４４の自殺対策は、非常に大切な取組である。市内の若者の自殺の

実態や市としての対策、その効果はどの程度あるのか。 

室長代理：  自殺対策連絡会議を設置し、市内関係機関との連携を図り、市全体で

対策に取り組んでいるところである。 

行革室長：  自殺対策の効果を具体的に示すことは困難であるが、効果はあると考

えている。 
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 ⑸ その他 

ア 平成３０年度の行政改革推進委員会の開催予定について 

行政改革室長代理から説明 

イ 平成３０年度の外部評価に関するアンケートについて 

行政改革室長代理から説明し、平成３０年度の外部評価の手法について、委員から

アンケート形式で意見を聴衆した。 

 

６ 閉会 


